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藤本発電所(荒淑ダム)の水利使用による損失の考え方

平成22年2月28日

九州地方整備局
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熊本県からの申請
23集(流水の占用) ･ 24集(河川区域内の土地の占用)

閑係河川使用者の同意がないことにより行う辛査･手鏡

榔=ニー111
同意の有無にかかわらず行う事査

【行政手続法に基づく書壬基隼】
(D水利使用のEl的及び事暮内容が.国民程済の尭JL及び国展生
活の向上に寄与し､公共の福祉の土l進に先するものであること

②申群青の事兼計画が妥当であるとともに.関係法令の許可.早
fl肴の当故事兼を兼行するための能力及び借用fJ:ど､水利使用の
実行の杜異性が杜保されていること

③河川の洗茨等T=照らし.河川の適正な利用及び読水の正常な牡
鹿の横棒に支PFを与えることなく安定的に当該水利使用の許可[=

係る取水を行えるものであること

④流水の占用のためのダム.対し水門等の工作物の新黛等が法
第26条第1項(工作物の斬集等の許可)の書査益年を満たしてい
るなど.当態水利任用により治水上その他の公益上の支陣を生じ
るおそれがないこと

薄ない　　｢

損失を受ける関係河川使用者の有無
(河川法第38条に基づく通知の必要性)

必要上'票芸諾芸芸三,

関係河川使用者への通知

(3ffG,hnLLL- -悪霊㌫芸濃,

関係河川使用者からの意見

幸圭をケノア

損失の有無､損失の程度　等

関係河川使用者に損失があるとき. ①損失防止施設を設置
又は②公益性を比較(社整春への意見聴取)

増=ヱ表芸表芸~一~三蒜三…三･-病毒盲
許可できない

23条･24粂許可
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(平成1 5年(2003) 3月26 Ej :許可権者九州地方整備局長)

･荒瀬ダムあり 

(H22.4.1以降､撤去工事に着手.将来的にはダムを撤去○) 

･発電のための取水をしている(ただし､7年間) 

(H22.4.1以降､取水を停止) 

の期限(平成22年(2010)3月31日)

行の許可期限到来扱く平成22年(2010) 4月1日-) 】

･荒瀬ダムあり(撤去工事に着手｡将来的にはダムを撤去｡ )

･発電のための取水をしていない

請(平成22年(201 0) 2月24日)のとおりに水利任用を許可した場合

･荒淑ダムあり. 

(H24.4.1以降.撤去工事に着手.将来的にはダムを撤去○) 
･発電のための取水をする(ただし,2年間) 

(H24.4.1以降.取水を停止) 
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(水利使用の申旗があった壌合の通知)

繋88条河川管理者は.水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可の中仙吐合においては.当啓
申帯が却下すべきものである場合を除き.国土交通省令で定めるところにより､申請者の氏名､水利住用のE的そ
の他国土交通省令で定める事項を第23条から第29条までの規定による許可を受けた者及び政令で定める河川に

即し権利を有する青く以下r出店届MH重用者｣と絵称する｡ )に如しなければならない｡

ただし当放水利使用により娼g:妄垂けないことが暁らか鵬を及び当散水利使用を行うことについて同意をした
量については,この帆

品濃君豊吉吉宗政和定める河川に…制を看する者は､紺青及び入よ監灯る.

(流儀河川使用者の意見の申出)
集39集　前条の通知があったときは､ EgdE河J仙睦月着は､国土交通省令で定めるところにより､河川管理者に対

し､当放水利使用によりその肴が受ける鮎を明らかlコ.て当馳水利任用r==ついで壬甲を由し出ることができる.

棚24集(抜粋)
2　申出は,通知を受けた日の翌日から起許して30EM=しなければならない｡

(申出をした関係河川使用者がある堵合の水利住用の許可の要件)
第40集河川管理者は.水利使用に射し第28魚又は第26条募l項の許可をしようとする溝合において､前条の申
出をした関係河川使用者で当該申練に係る大利肯fflにより4A重奏申けるものがある軌当鞍水利使用を行うこ
とについて当慈関係河川風同者のすべての同意がある盤台をEiき､汝の各号の-rこ態当すえ齢でなければ.早
の許可をして軌　.
1　当態舶士が関係河川使用者の当故河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい溝合

二蝕をl抜止するためl=必婁な地を届柑■すれば関係河川使用者の当散河川の使用に係る事業の実施に五

陣がないと監められる境合

2　国土交通大臣は､前…当するものとして水利任用に関し第23条又は26集貨1項の許可をしようと
する弛こおいては､あらかじめ社会甘太8鰍岳の女声を且かなければならない.

二　　､ ･ :-　　　.　　　.

(水利使用の許可に係る鏡矢の補償)
第41集水利使用に鰐する第28粂又は第26集第1項のFF可によi)現生を垂lナる着があるときは､当昏水利使用
に関する捌けた着がその胎を榊しな什九l批ヽ｡

(損失の補任の協姓等)

第42条前条の規定による■集の相好JlrG用者に庄るものについては､大利使用の糊ナた者と
脚しなければならない｡
2　前項の規定による拙い書1割=おいでは､当事者は.政令で定めるところにより､河川肋鼓
定を求めることができる｡

4　河川管理者は､第2項の組合においては.あらかじめ.関係河川使用者が当族河川の使用を
行なう土地の所在する肋収用春a会の意中をきかなけ九l触ヽ.
5　第2項の…がある着は､その裁定があったBから6OEMに.飯まをもってその好手社史すること
ができる｡

7　第5項の規定による玩えの生起は,水利使用及び当鼠水利使用に係る暮卿

(流水の貯留又は取水の制限)
兼43魚水利使用の捌けた着は､第39条の申出をした関係河川使用者に焦る前条第l項の協馳又は同条
第2項の裁定に係る卿(損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは､当鮎投を投
をし､かつ,河川管理者の確認を得た後)でなければ.諌州し.又はh火してはならないD (以下省略)


